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お
　
　
礼

講
座
・
教
室

ニ
ュ
ー
ス

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

ひ
と
り
親
家
庭
の
お
父
さ
ん
、

お
母
さ
ん
へ
の
就
職
移
動
相

談
に
つ
い
て

　

ひ
と
り
親
家
庭
の
お
父
さ
ん
、

お
母
さ
ん
を
対
象
に
、
就
職
相
談
、

資
格
や
技
能
を
習
得
す
る
支
援
制

度
に
つ
い
て
の
紹
介
、
そ
の
他
さ

ま
ざ
ま
な
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

※
希
望
時
間
の
あ
る
方
は
、
前
日

ま
で
に
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

▼
日
時

　

1
月
31
日（
水
）

　
　

13
時
～
16
時

▼
場
所

　

い
の
町
役
場

　

１
０
１
会
議
室
（
１
階
）

■
問
い
合
わ
せ

　

ひ
と
り
親
家
庭
等
就
業
・
自
立

支
援
セ
ン
タ
ー☎

８
７
５-

２
５
０
０

お
知
ら
せ

町
内
郵
便
局
で
の
証
明
書
の

発
行
に
つ
い
て

　

町
で
は
次
の
郵
便
局
で
住
民
票

等
の
証
明
書
を
発
行
し
て
い
ま
す
。

　

お
近
く
の
郵
便
局
を
ぜ
ひ
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

▼
取
扱
郵
便
局

・
枝
川
郵
便
局

・
天
王
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
郵
便
局

・
八
田
郵
便
局

・
川
内
郵
便
局

・
神
谷
郵
便
局

・
勝
賀
瀬
郵
便
局

▼
取
扱
時
間

　

９
時
～
17
時

▼
取
扱
証
明
書

（
取
得
で
き
る
証
明
の
内
容
）

・
住
民
票

（
本
人
・
同
世
帯
の
方
の
も
の
）

・
印
鑑
証
明
書

（
本
人
の
も
の
）

・
戸
籍
関
係
証
明
書

（
本
人
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も

の
）

・
税
関
係
証
明
書

（
本
人
の
も
の
）

※
同
じ
番
地
に
住
民
票
が
あ
っ
て

も
、
世
帯
が
分
か
れ
て
い
る
場

合
は
別
世
帯
と
な
り
ま
す
の
で
、

住
民
票
を
取
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

※
委
任
状
を
持
っ
て
の
申
請
は
郵

便
局
で
は
取
扱
い
で
き
ま
せ
ん
。

役
場
町
民
課
・
総
合
支
所
・
出

張
所
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

▼
必
要
な
も
の

・
本
人
確
認
書
類

（
顔
写
真
有
の
も
の
は
１
点
、
顔

写
真
無
の
も
の
は
２
点
必
要
。）

・
認
印

・
印
鑑
証
明
書
は
印
鑑
登
録
証

■
問
い
合
わ
せ

　

町
民
課

　
　
　
　

☎
８
９
３-

１
１
１
７

お
知
ら
せ

申
告
の
際
に
は
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー

（
個
人
番
号
）が
必
要
で
す

　

平
成
29
年
度
か
ら
申
告
の
際
に
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
が
必
要
に

な
っ
て
い
ま
す
。

▼
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
確
認
方
法

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人

番
号
カ
ー
ド
）
の
裏
面
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド
の
表
面
、
住

民
票
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
記
載
の
も

の
）
の
三
点
い
ず
れ
か
で
確
認
い

た
だ
け
ま
す
。

▼
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人

番
号
カ
ー
ド
）
を
使
っ
て
電
子

申
告
さ
れ
る
方
に
つ
い
て

　

格
納
さ
れ
て
い
る
電
子
証
明
書

の
有
無
及
び
失
効
し
て
い
な
い
か

ど
う
か
を
お
確
か
め
く
だ
さ
い
。

※
転
居
や
氏
名
変
更
等
が
あ
る
場

合
に
失
効
し
ま
す
の
で
、
新
た

に
電
子
証
明
書
発
行
申
請
が
必

要
で
す
。

▼
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
使
っ

て
電
子
申
告
さ
れ
る
方
に
つ
い

て

　

電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。
期
限
切
れ
の

カ
ー
ド
で
は
申
告
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
新
た
に
電
子
証
明
書
付
き
の

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
申

請
が
必
要
で
す
。

※
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
新
規

発
行
は
、
平
成
27
年
12
月
で
終

了
し
ま
し
た
。

▼
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人

番
号
カ
ー
ド
）
又
は
通
知
カ
ー

ド
を
紛
失
し
た
方

　

い
ず
れ
も
再
交
付
・
再
発
行
申

請
が
で
き
ま
す
が
、
手
数
料
が
必

要
で
交
付
ま
で
に
約
1
ヶ
月
程
度

か
か
り
ま
す
。

手
数
料

・
カ
ー
ド
…
カ
ー
ド
再
交
付
手
数

料
８
０
０
円
（
電
子
証
明
書
を

格
納
す
る
場
合
は
、
電
子
証
明

書
再
発
行
手
数
料
２
０
０
円
が

別
途
必
要
）

・
通
知
カ
ー
ド
…
1
枚
に
つ
き
５

０
０
円

■
問
い
合
わ
せ
（
い
の
町
役
場
）

　

町
民
課
（
2
階
10
番
窓
口
）

　
　
　
　

☎
８
９
３-

１
１
１
７

　

吾
北
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

　
　
　
　

☎
８
６
７-

２
３
０
０

　

本
川
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

　
　
　
　

☎
８
６
９-

２
１
１
２

■
問
い
合
わ
せ
（
全
国
共
通
）

　

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム

機
構
内
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ

リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
（
無
料
）

☎
０
１
２
０-

９
５-

０
１
７
８

（
平
日
）

　

9
時
30
分
～
20
時

（
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
）

　

9
時
30
分
～
17
時
30
分

お
知
ら
せ

要
介
護
認
定
者
の

障
害
者
控
除
に
つ
い
て

　

身
体
障
害
者
手
帳
等
の
交
付
の

有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
基
準
日

（
前
年
の
12
月
31
日
）
に
お
い
て
、

介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
（
要
介

護
１
か
ら
５
）
を
受
け
ら
れ
た
65

歳
以
上
で
、
一
定
の
基
準
に
該
当

す
る
方
は
、
住
民
税
・
所
得
税
の

所
得
申
告
の
際
に
障
害
者
控
除
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

控
除
を
受
け
ら
れ
る
場
合
、
ほ

け
ん
福
祉
課
で
発
行
す
る
認
定
書

の
提
示
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、

控
除
を
受
け
ら
れ
る
方
は
、
ほ
け

ん
福
祉
課
へ
申
請
書
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
認
定
書
は
認
定
後
、

後
日
郵
送
し
ま
す
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の　

・
介
護
保
険
被
保
険
者
証

・
印
鑑
（
認
め
印
可
）

■
申
請
・
問
い
合
わ
せ

　

ほ
け
ん
福
祉
課

　

（
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
伊
野
内
）

　

☎
８
９
３-

３
８
１
０

　

吾
北
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

　

☎
８
６
７-

２
３
０
０

　

本
川
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

 

☎
８
６
９-

２
１
１
４


